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主たる

生計維持者

主たる

生計維持者２名

④

主たる

生計維持者１名

⑤

未成年後見人

③

親権者２名

①

生徒本人

⑥

判断基準となる者
（課税証明書等が必要な者）

親権者１名
（困難な者を除く）

②

親権者 いる いない就学に要する経費の負担を求めることが

困難な者（ＤＶ・児童虐待等）

一部いる

未成年後見人 いる 扶養義務 ある

ない

全員

困難な者

いない
【専攻科以外】 基準日時点成人で、成人する

直前の未成年の時点から申請時までに生計を

維持する者２名に変更がない場合等（両親等）

【専攻科】 主たる生計維持者が２名いる場合

（両親等）

い

る

いない

基準日時点

未成年

基準日時点

成人

（18歳以上）

【専攻科以外】 基準日時点未成年で、親権

者や未成年後見人がいない場合又は

基準日時点成人で、成人する直前の未成年

の時点から申請時までに生計を維持する者

に変更がない場合（ひとり親等）

【専攻科】 主たる生計維持者が１名いる場合

いない

児童相談所長・児童福祉施設の長などの場合

※未成年のみ

（17歳まで）
両親

（ともに親権あり）

親権のある

父又は母


